
二

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
関
係
一
覧
表

総
選
挙

回

次

衆
議
院

解
散
日

総
選
挙

詔

書

公
布
日

総
選
挙

期

日

詔
書
公
布

日
か
ら
選

挙
期
日
の

前
日
ま
で

の
期
間

任

期

開
始
日

総
選
挙
後
最
初
に

召
集
さ
れ
た
国
会

回
次

召
集
詔
書

公
布
日

召
集
日

選
挙
の
日

か
ら
召
集

日
ま
で
の

期
間

任
期
開
始

日
か
ら
召

集
日
ま
で

の
期
間

第
二十三
回
昭
和二二、
三、三一
昭
和二二、
三、三一
昭
和二二、
四、二五

日二五
昭
和二二、
四、二五
第
一
回
国
会

︵
特

別
︶
昭
和二二、
五、
六
昭
和二二、
五、二〇

日二六

日一八

第
二十四
回

二三、一二、二三
二三、一二、二七
二四、
一、二三

二七
二四、
一、二三
第
五
回
国
会

︵
特

別
︶
二四、
一、二八
二四、
二、一一

二〇

二〇

第
二十五
回

二七、
八、二八
二七、
九、
五
二七、一〇、
一

二六
二七、一〇、
一
第
十
五
回
国
会

︵
特

別
︶
二七、一〇、
八
二七、一〇、二四

二四

二四

第
二十六
回

二八、
三、一四
二八、
三、二四
二八、
四、一九

二六
二八、
四、一九
第
十
六
回
国
会

︵
特

別
︶
二八、
五、
三
二八、
五、一八

三〇

三〇

第
二十七
回

三〇、
一、二四
三〇、
二、
一
三〇、
二、二七

二六
三〇、
二、二七
第
二
十
二
回
国
会

︵
特

別
︶
三〇、
三、
四
三〇、
三、一八

二〇

二〇

第
二十八
回

三三、
四、二五
三三、
五、
一
三三、
五、二二

二一
三三、
五、二二
第
二
十
九
回
国
会

︵
特

別
︶
三三、
五、二八
三三、
六、一〇

二〇

二〇

第
二十九
回

三五、一〇、二四
三五、一〇、三〇
三五、一一、二〇

二一
三五、一一、二〇
第
三
十
七
回
国
会

︵
特

別
︶
三五、一一、二四
三五、一二、
五

一六

一六

第
三
十
回

三八、一〇、二三
三八、一〇、三一
三八、一一、二一

二一
三八、一一、二一
第
四
十
五
回
国
会

︵
特

別
︶
三八、一一、二五
三八、一二、
四

一四

一四

第
三十一
回

四一、一二、二七
四二、
一、
八
四二、
一、二九

二一
四二、
一、二九
第
五
十
五
回
国
会

︵
特

別
︶
四二、
二、
四
四二、
二、一五

一八

一八

第
三十二
回

四四、一二、
二
四四、一二、
七
四四、一二、二七

二〇
四四、一二、二七
第
六
十
三
回
国
会

︵
特

別
︶
四四、一二、三〇
四五、
一、一四

一九

一九

第
三十三
回

四七、一一、一三
四七、一一、二〇
四七、一二、一〇

二〇
四七、一二、一〇
第
七
十
一
回
国
会

︵
特

別
︶
四七、一二、一四
四七、一二、二二

一三

一三

第
三十四
回

五一、一二、
九

任
期
満
了

五一、一一、一五
五一、一二、
五

二〇
五一、一二、一〇
第
七
十
九
回
国
会

︵
臨

時
︶
五一、一二、一七
五一、一二、二四

二〇

一五

第
三十五
回

五四、
九、
七
五四、
九、一七
五四、一〇、
七

二〇
五四、一〇、
七
第
八
十
九
回
国
会

︵
特

別
︶
五四、一〇、二二
五四、一〇、三〇

二四

二四

第
三十六
回

五五、
五、一九
五五、
六、
二
五五、
六、二二

二〇
五五、
六、二二
第
九
十
二
回
国
会

︵
特

別
︶
五五、
七、
八
五五、
七、一七

二六

二六

第
三十七
回

五八、一一、二八
五八、一二、
三
五八、一二、一八

一五
五八、一二、一八
第
百
一
回
国
会

︵
特

別
︶
五八、一二、二二
五八、一二、二六

九

九

第
三十八
回

六一、
六、
二
六一、
六、二一
六一、
七、
六

一五
六一、
七、
六
第
百
六
回
国
会

︵
特

別
︶
六一、
七、一五
六一、
七、二二

一七

一七

第
三十九
回
平
成二、

一、二四
平
成二、

二、
三
平
成二、

二、一八

一五
平
成二、

二、一八
第
百
十
八
回
国
会

︵
特

別
︶
平
成二、

二、二三
平
成二、

二、二七

一〇

一〇

第
四
十
回

五、
六、一八

五、
七、
四

五、
七、一八

一四

五、
七、一八
第
百
二十七回
国
会

︵
特

別
︶

五、
八、
二

五、
八、
五

一九

一九

第
四十一
回

八、
九、二七

八、一〇、
八

八、一〇、二〇

一二

八、一〇、二〇
第
百
三十八回
国
会

︵
特

別
︶

八、一一、
一

八、一一、
七

一九

一九

第
四十二
回

一二、
六、
二
一二、
六、一三
一二、
六、二五

一二
一二、
六、二五
第
百
四十八回
国
会

︵
特

別
︶
一二、
七、
一
一二、
七、
四

一〇

一〇

四



二

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
関
係
一
覧
表

総
選
挙

回

次

衆
議
院

解
散
日

総
選
挙

詔

書

公
布
日

総
選
挙

期

日

詔
書
公
布

日
か
ら
選

挙
期
日
の

前
日
ま
で

の
期
間

任

期

開
始
日

総
選
挙
後
最
初
に

召
集
さ
れ
た
国
会

回
次

召
集
詔
書

公
布
日

召
集
日

選
挙
の
日

か
ら
召
集

日
ま
で
の

期
間

任
期
開
始

日
か
ら
召

集
日
ま
で

の
期
間

第
二十三
回
昭
和二二、
三、三一
昭
和二二、
三、三一
昭
和二二、
四、二五

日二五
昭
和二二、
四、二五
第
一
回
国
会

︵
特

別
︶
昭
和二二、
五、
六
昭
和二二、
五、二〇

日二六

日一八

第
二十四
回

二三、一二、二三
二三、一二、二七
二四、
一、二三

二七
二四、
一、二三
第
五
回
国
会

︵
特

別
︶
二四、
一、二八
二四、
二、一一

二〇

二〇

第
二十五
回

二七、
八、二八
二七、
九、
五
二七、一〇、
一

二六
二七、一〇、
一
第
十
五
回
国
会

︵
特

別
︶
二七、一〇、
八
二七、一〇、二四

二四

二四

第
二十六
回

二八、
三、一四
二八、
三、二四
二八、
四、一九

二六
二八、
四、一九
第
十
六
回
国
会

︵
特

別
︶
二八、
五、
三
二八、
五、一八

三〇

三〇

第
二十七
回

三〇、
一、二四
三〇、
二、
一
三〇、
二、二七

二六
三〇、
二、二七
第
二
十
二
回
国
会

︵
特

別
︶
三〇、
三、
四
三〇、
三、一八

二〇

二〇

第
二十八
回

三三、
四、二五
三三、
五、
一
三三、
五、二二

二一
三三、
五、二二
第
二
十
九
回
国
会

︵
特

別
︶
三三、
五、二八
三三、
六、一〇

二〇

二〇

第
二十九
回

三五、一〇、二四
三五、一〇、三〇
三五、一一、二〇

二一
三五、一一、二〇
第
三
十
七
回
国
会

︵
特

別
︶
三五、一一、二四
三五、一二、
五

一六

一六

第
三
十
回

三八、一〇、二三
三八、一〇、三一
三八、一一、二一

二一
三八、一一、二一
第
四
十
五
回
国
会

︵
特

別
︶
三八、一一、二五
三八、一二、
四

一四

一四

第
三十一
回

四一、一二、二七
四二、
一、
八
四二、
一、二九

二一
四二、
一、二九
第
五
十
五
回
国
会

︵
特

別
︶
四二、
二、
四
四二、
二、一五

一八

一八

第
三十二
回

四四、一二、
二
四四、一二、
七
四四、一二、二七

二〇
四四、一二、二七
第
六
十
三
回
国
会

︵
特

別
︶
四四、一二、三〇
四五、
一、一四

一九

一九

第
三十三
回

四七、一一、一三
四七、一一、二〇
四七、一二、一〇

二〇
四七、一二、一〇
第
七
十
一
回
国
会

︵
特

別
︶
四七、一二、一四
四七、一二、二二

一三

一三

第
三十四
回

五一、一二、
九

任
期
満
了

五一、一一、一五
五一、一二、
五

二〇
五一、一二、一〇
第
七
十
九
回
国
会

︵
臨

時
︶
五一、一二、一七
五一、一二、二四

二〇

一五

第
三十五
回

五四、
九、
七
五四、
九、一七
五四、一〇、
七

二〇
五四、一〇、
七
第
八
十
九
回
国
会

︵
特

別
︶
五四、一〇、二二
五四、一〇、三〇

二四

二四

第
三十六
回

五五、
五、一九
五五、
六、
二
五五、
六、二二

二〇
五五、
六、二二
第
九
十
二
回
国
会

︵
特

別
︶
五五、
七、
八
五五、
七、一七

二六

二六

第
三十七
回

五八、一一、二八
五八、一二、
三
五八、一二、一八

一五
五八、一二、一八
第
百
一
回
国
会

︵
特

別
︶
五八、一二、二二
五八、一二、二六

九

九

第
三十八
回

六一、
六、
二
六一、
六、二一
六一、
七、
六

一五
六一、
七、
六
第
百
六
回
国
会

︵
特

別
︶
六一、
七、一五
六一、
七、二二

一七

一七

第
三十九
回
平
成二、
一、二四
平
成二、
二、
三
平
成二、
二、一八

一五
平
成二、
二、一八
第
百
十
八
回
国
会

︵
特

別
︶
平
成二、
二、二三
平
成二、
二、二七

一〇

一〇

第
四
十
回

五、
六、一八

五、
七、
四

五、
七、一八

一四

五、
七、一八
第
百
二十七回
国
会

︵
特

別
︶

五、
八、
二

五、
八、
五

一九

一九

第
四十一
回

八、
九、二七

八、一〇、
八

八、一〇、二〇

一二

八、一〇、二〇
第
百
三十八回
国
会

︵
特

別
︶

八、一一、
一

八、一一、
七

一九

一九

第
四十二
回

一二、
六、
二
一二、
六、一三
一二、
六、二五

一二
一二、
六、二五
第
百
四十八回
国
会

︵
特

別
︶
一二、
七、
一
一二、
七、
四

一〇

一〇

二
　
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
関
係
一
覧
表

五



総
選
挙

回

次

衆
議
院

解
散
日

総
選
挙

詔

書

公
布
日

総
選
挙

期

日

詔
書
公
布

日
か
ら
選

挙
期
日
の

前
日
ま
で

の
期
間

任

期

開
始
日

総
選
挙
後
最
初
に

召
集
さ
れ
た
国
会

回
次

召
集
詔
書

公
布
日

召
集
日

選
挙
の
日

か
ら
召
集

日
ま
で
の

期
間

任
期
開
始

日
か
ら
召

集
日
ま
で

の
期
間

第
四十三
回

一五、一〇、一〇
一五、一〇、二八
一五、一一、
九

一二
一五、一一、
九
第
百
五十八回
国
会

︵
特

別
︶
一五、一一、一五
一五、一一、一九

一一

一一

第
四十四
回

一七、
八、
八
一七、
八、三〇
一七、
九、一一

一二
一七、
九、一一
第
百
六十三回
国
会

︵
特

別
︶
一七、
九、一七
一七、
九、二一

一一

一一

第
四十五
回

二一、
七、二一
二一、
八、一八
二一、
八、三〇

一二
二一、
八、三〇
第
百
七十二回
国
会

︵
特

別
︶
二一、
九、一一
二一、
九、一六

一八

一八

第
四十六
回

二四、一一、一六
二四、一二、
四
二四、一二、一六

一二
二四、一二、一六
第
百
八十二回
国
会

︵
特

別
︶
二四、一二、二二
二四、一二、二六

一一

一一

第
四十七
回

二六、一一、二一
二六、一二、
二
二六、一二、一四

一二
二六、一二、一四
第
百
八十八回
国
会 

︵
特

別
︶
二六、一二、二〇
二六、一二、二四

一一

一一

第
四十八
回

二九、
九、二八
二九、一〇、一〇
二九、一〇、二二

一二
二九、一〇、二二
第
百
九十五回
国
会 

︵
特

別
︶
二九、一〇、二八
二九、一一、
一

一一

一一

第
四十九
回
令
和三、一〇、一四
令
和三、一〇、一九
令
和三、一〇、三一

一二
令
和三、一〇、三一
第
二百
六回
国
会 

︵
特

別
︶
令
和三、一一、
六
令
和三、一一、一〇

一一

一一

六


